
地域産業都市委員会 

令和４年１２月５日 

墨田区地域プラザ条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
別表第３ 

１ 八広地域プラザ 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 屋内運動場 

区 分 
利 用 料 金 

午前９時から
午後６時まで 

午後６時から
午後９時まで 

体育館 １時間につき 
４１０円 

１時間につき 
５８０円 

トレーニ

ング室 
〔略〕 

⑶ 〔略〕 

２ 〔略〕 

別表第３ 

１ 八広地域プラザ 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ 屋内運動場 

区 分 
利 用 料 金 

午前９時から
午後６時まで 

午後６時から
午後９時まで 

体育館 １時間につき 
２４０円 

１時間につき 
４１０円 

トレーニ

ング室 
〔略〕 

⑶ 〔略〕 

２ 〔略〕 
  

   付 則 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際、現に利用承認を受けているものに係る利用料金については、

なお従前の例による。 


